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専
責
類
似
の
仕
法
に
基
く
百
姓
一
挟

黒

正

最

緒

士三

1==1 

徳
川
時
代

ω百
姓
一
授
は
、
身
分
的
支
配
聞
係
が
刷
合
組
織
の
根
本
器
調
ご
な
れ
る
封
建
制
度
そ
の
も
の
、
必

然
的
結
果
ご
し
て
後
生

L
た
も
の
で
ゐ
h
、
又
そ
の
描
羽
生
形
趨
も
時
代
及
地
方
に
よ
っ
て
夫
々
磁
化
す
る
υ

印
も

ド
川
姓
一
授
は
・
夫
々
の
昨
代
及
び
地
方
ゆ
枇
曾
的
市
長
府
四
ご
胸
係
を
引
す
る
も
の
で
め
る
が
、
之
は
巴
に
他
の
機
命
に

於
て
一
雄
々
遁
べ
た
る
を
以
て
、
誌
に
紫
説
し
な
い
。
本
稿
に
於
て
は
専
ら
百
姓
一
捺

ω励
附
を
分
到
し
、
是

ω内

徳
川
時
代
封
建
制
度
山
経
済
的
基
礎

ω竣
選
過
程
上
に
現
は
れ
た
る
注
目
す
4

き
い
井
真
剣
似
の
仕
法
が
・
何
等
か

の
意
味
に
が
、
て
百
姓
一
授
の
俊
生
ご
困
川
市
闘
係
争
工
付
す
る
も

ωに
つ
き
て
枇
蹴
L
ょ
う
ご
川
山
ム
。

百
姓
一
授
が
慎
一
な
る
勤
悶
仁
よ
っ
て
品
目
生
し
た
る
場
合
は
極
的
て
少
〈
、
多
く
の
場
合
に
於

τ利
々
の
動
因

が
後
合
L
て
百
姓
一
撲
を
後
生
せ
し
め

τ屑
る
。
従

τ百
姓
一
授
り
動
悶
を
↑
一
冗
的
に
論
断
占
る
事
は
必
し
も
自
社

日
揮
の
事
で
は
な
い
が
ら
、
弦
に
は
概
念
的
に
額
別
す
る
に
止
め
度
ぃ
。
百
姓
一
探
り
庶
困
は
本
質
的
に
見
れ
ば
、

乱首

議

事
斑
類
似
の
仕
法
に
基

t
百
姓
一
按

第
一
一
十
六
容

O 
n 

第

抗

0 
ii 

.，.. . .. 



論

議

世
帯
官
制
削
白
引
訟
に
基
〈
百
姓
一
捺

第
二
十
六
巻

二

O
六

第

焼

O 
J、

封
建
枇
曾
を
維
持
す
る
矯
め
の
過
重
の
負
鎗
古
い
ふ
市
中
に
蹄
着
す
る
で
ゐ
ら
う
が
、
併
し
か
、
る
抽
象
論
は
別
問

題
正
す
べ
き
で
ゐ
ら
'
フ
。
放
に
封
処
的
負
揃
問
的
過
重
を
具
髄
的
仁
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
町
姓
一
授

か
、
る
自
然
的
な
る
枇
曾
混
乱
の
原
因

の
原
因
ご

L
て
は
凶
年
不
作
仁
基
〈
飢
健
を
血
中
げ
る
の
を
市
ざ
す
る
も
、

は
、
之
を
百
姓
一
授
的
庇
接
原
因
亡
す
ペ
き
で
は
な
い
。
間
よ

b
こ
内
自
然
枇
象
は
百
姓
一
授
り
両
党
生
己
結
後

ω

関
係
を
有
す
る
一
事
は
は
叫
ふ
吋
炉
ら
ず
る
事
官
で
ゐ
る
が
‘

か
、
る
耕
民
そ
の
も
の
に
は
庇
伎
の
洲
市
円
科
学
的
J

品
此

は
有
・
9
得
な
い
も

ωで
ゐ
っ
て
、
こ
の
島
然
的
現
象
よ
り
蒸
れ
る
粕
川
本
に
謝
し
て
か
、
又
は
乙
れ
に
刷

W
1
て、

封
建
的
支
配
者
が
如
何
な
る
陛
置
を
ご
ち
た
る
か
・
従
て
又
ぞ
れ
が
枇
白
の
組
織
を
維
持
1
る
上
仁
如
何
な
る
凶

係
を
有
せ
し
か
い
問
題
ご
な
る
の
で
ゐ
る
o

而

L
て
天
災
凶
年
り
結
川
明
又
は
之
に
闘
川
柳
し
て
百
姓
一
授

ω
原
悶
正

L
て
制
察
す
べ
き
は
、
凶
年
不
作
仁
基
く
農
民

ω囚
加
を
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
救
済
し
、
又
は
そ
内
悶
維
を

特
減
し
た
る
か
ど
い
ふ
粕
に

L
て
.
天
災
不
作
に
胸
聯
l

て
俊
生
し
た
る
百
姓
一
授
は
印
ち
こ
り

k
而
を
有
す

る
o 

一
は
武
士
階
級
が
農
民

ω困
難
合
除
去
父
は
料
滅
す
る

ω一
方
策
士
行
は
5
1
0
[
場
合
・

こ
は
農
民

ω
悶
泌
を

積
極
的
に
除
去
艇
減
せ

F
る
は
勿
論
、
的
栃
的
に
机
税
負
挽
を
腕
減
せ
J
9
、
戒
は
叉
却
て
之
を
増
加

t
た
る
場
合

之
れ
で
ゐ
る
。
而

L
て
こ
の
第
二
仙
一
方
面
に
泌
す
る
も
め
は
総
川
附
代
百
姓
一
採
り
原
岡
ど
し
て
最
大
多
取
を
占

む
る
も
の
で
め
る
。

次
は
凶
年
不
作
ご
は
無
関
係
仁
、
従
来
よ
h
負
強
引
μ

霊
〈
、
農
民

ω
生
活
が
弐
第
に
困
難
ご
な
れ
る
を
以
て
、

2・......



之
が
経
械
を
主
張

Lτ
俊
生

L
た
場
合
も
橘
め
て
多
V
が
、
一
中
時
に
於

τ宵
姓
一
授
り
後
生
す
る
は
大
悦
積
極
的

に
新
な
る
負
惜
間
企
加
重
す
る
場
合
に
最
も
多
い
よ
う
で
ゐ
る
o

険
地
丈
量
山
際
文
は
そ

ω以
後
に
於
1
よ
〈

之
に
よ
っ
一
九
諜
机
卒
が
高
騰
し
た
場
合
が
多
い
か
ら

t
め
る

J

夏
に
負
仙
川
加
重
叫
問
題
ご
闘

聯
し
て
・
村
役
人
が
武
士

ω代
俳
者
ご
し
て
負
抱
加
霊
的
手
総
を
封
施
し
、
叉
は
之
を
機
曾
に
不
五
行
局
を
潟
し

が
殺
生
し
た
り
も
、

た
る
潟
柏
、

一
授
や
」
拠
回
生
せ
し
む
る
に
至
り
た
る
も

ωも
甚
に
多
い
。
併
し
村
役
人
の
行
動
が
原
凶
ご
な
う
た
場

合
は
必
し
も
負
燐
悶
旭
川
り
み
に
は
限
ら
れ
な
い
、
村
役
人
が
卒
来
武
士
山
成
守
備
h
J
て
村
氏
を
虐
待
伽
首
脳
た
る

絡
め
農
民

ω悔
い
て
ゐ
た
積
年

ω反
戚
い
爆
低

L
て
一
探
り
脱
凶
ピ
な
っ
た
場
合
が
少
〈
な
い
。

負
婚
加
重

ω方
法
正
(
て
は
柿
々

ω問
題
が
め
る
が
・
矢
政
ム
リ
紅
白
桜
年
一
貫
に
附
す
る
も

ωが
最
も
お
く
、
之
は

幕
政
初
期
よ
り
百
姓
一
掛
絞
り
主
な
る
動
凶
ご
な
っ
て
ゐ
る
ο

蓋
l
米
池
山
山
絞
油
相
川
代
た
る
皆
川
川
じ
於
ー
は
、
武
士

が
そ
の
生
活
を
維
持
し
叉
は
向
上
せ
ん
ョ
心
す
れ
ば
、
土
地
耕
作
に
課
税
ゼ
ゴ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

夏
に
貨
僻
経
済
が
品
目
遣
す
る
に
及
び
て
は
・
武
十
は
穀
納
又
は
努
役
納
の
代
り
に
金
銭
納
を
希
望

L
、
靴
々
の
方

策
を
講
じ
た
o

叉
財
政
の
牧
支
の
不
足
を
池
人
口
す
る
治
め
に
は
備
債
を
な
し
、
特
に
自
己
領
内
よ
り
の
伯
偵
正

L

て
は
所
詞
御
則
合
を
命
じ
、
戒
は
西
山
貨
品
耕
地
を
断
行

L
、
頁
に
紙
僚
を
俊
行
し
て
硬
貨
を
波
牧
す
る
等
巧
妙
な
る

手
段
を
川
ひ
た
o

之
等
の
負
携
加
重
策
uv
原
因
ご
な
っ
て
百
姓
一
授
の
畿
生
を
見
た
る
場
合
も
少
〈
な
い
。
又
勢

役
の
加
重
例
へ
ば
助
郷
勤
務
の
靖
加
に
耐
え
す
し
て
一
授
を
起
し
わ
い
例
も
二
一
二
あ
る
。

論

第
一
一
十
大
巷

fι 

航

。
七

O 
七

議

事
責
制
似
の
制
訟
に
引
出
(
百
姓
一
按

t発

… 一一一一斗. 
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論

議

市
守
唖
類
似
の
刊
誌
に
基

4
百
姓
一
挽

第
二
十
六
谷

O 
J、

i協

掛

。
j司、

貨
耐
貯
経
‘
泌
が
盛
ど
な
b
て
営
利
精
油
仰
が
勃
典
し
、
町
人
階
級

ω勢
力
が
伸
長
す
る
に
H
A

ぴ
て
、
武
士
階
級
は
そ

牧
又
は
制
込
み
を
企
闘
す
る
に
至
っ
た
。
初
期
に
於
て
は
商
工
業
に
封

L
特
他
を
別
へ
て
そ
の
生
装
を
保
附
す
る

の
身
分
的
政
治
的
支
配
椛
に
よ
っ
て
、
町
人
を
排
除

ι又
は
之
を
利
用
し
て
、
交
挽
経
済
上
に
於
け
る
利
径
の
全

ご
岡
山
町
に
、
武
士
の
必
斐
ご
す
る
現
物
を
徴
牧
し
叉
は
特
紘
賦
処

ω代
償
t
vじ
て
冥
加
法
上
等
を
却
M
Lた
の
で
あ

る
が
、
後
に
は
向
し
業
が
農
民
己
武
士
ピ
の
聞
に
介
在

L
τ
る
大
り
利
At
を
獅
占
す
る
を
羨
み
、
武
士
階
級
自
身

的
施
設
ご

L
て
専
点
制
度
又
は
之
に
類
似
す
る
仕
法
を
行
ふ
に
至
っ
た

ωで
ゐ
る
o

而
し
で
か
、
る
仕
泌
が
原
因

ご
な

h
て
百
姓
一
授
を
倣
成
す
る
に
至
れ
る
も
め
亦
砂
し
ご

L
な
い
u

余
が
本
稿
に
於
1
池
ぺ
ん
己

1
る
所
り
も

り
は
印
も
之
れ
で
あ
る
。

こ
の
仙
農
民
王
山
家
、
地
主
正
の
関
係
又
は
農
村
相
互

ω
闘
係
よ
ち
し
て
一
段
り
資
生

し
た
る
も
の
も
少
(
な
い
が
、
之
に
つ
き
て
は
一
々
詳
逃
し
な
い
。
又
有
の
諮
問
胤
凶
り
外
に
も
何
々

ωも
的
が
ゐ

-b'フ
p
し、

夏
に
之
等
の
諸
問
胤
凶
が
時
代
に
よ
り
又
は
地
方
に
よ
っ

τそ
の
重
要
き
が
選
化
し
て
ゐ
る
が
、

般
的

原
図
諭
に
つ
き
て
は
他

ω機
曾
に
於
て
論
及
す
る
事
ご
て
し
、
氏
一
県
川
氏
又
は
そ
の
類
似
の
仕
法
に
つ
量
一
し
の
み
、

次
項
に
於

τ少
し
〈
詳
越
し
よ
う
ご
思
ム
。

第

徳
川
時
代
に
於
け
る
事
責
類
倒
の
仕
法

徳
川
崎
代
的
一
専
寅
類
似
ゆ
仕
法
は
、

中
世
以
後
に
於
て
武
士
の
財
政
上
極
め
て
重
要
な
る
地
位
を
有
す
る
に
歪

鼻 J

'.' 



っ
た
o

仙
宗
務
・
加
償
却
師
、
薩
臨
吊
滞
等
に
於
て
は
専
し
民
に
よ
る
収
入
が
財
政
牧
入

ω大
部
分
を
市
む
る
布
総
で
ゐ

っ
た
o

各
稀
が
腕
ふ
て
・
』
の
仕
法
を
用
ひ
ん
ご

L
た

ωも
常
然

ω事
で
ゐ
る
o

而
[
て
こ

ω仕
法
は
多
く
貨
幣
艇

武
士
が
そ
り
貨
飾
的
利
益
を
獲
得
せ
ん
が
縛
め
仁
企
嗣
上
た
る
も
の
に
し

τ、
従
ず
し
又
比
較
的

時
刺
殺
諮
り
結
果
、

航
跡
制
力

ω県
富
な
る
地
方
に
於
て
行
は
れ
た
る
を
祁
ど
す
。

阜
両
司
狗
似
の
仕
法
芯
し
て
各
地
に
行
は
れ
た
る
も
の

は
そ
の
数
少
し
正
し
な
い
が
、

余
の
本
悶
を
以
て
す
れ
ば
、

同

ι〈
州
。
刑
務

ω米
抽
出

ω
専
七
引
等
は
そ
め
一
以
も
古
き
も

ω
で
あ

施
、
水
二
年
以
前
に
行
は
れ
た
る
阿
波
諮
り
縦
方
役

所
、
官
排
水
初
期
に
於
り
る
加
賀
滞

ω
掛川守ヤ目、

h
、
叉
土
佐
務
が
野
中
品
珠
山
の
提
案
に
よ
っ
て
対
施
し
た
る
「
庇
々
御
前
」
も
寛
文
以
前
の
も
の
に

L
τ
古
一
言
部
数

か
f
の
如
〈
大
滞
に
於
て
は
比
般
的
H
十
〈
よ
り
専
向
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、

小
務
に
於
て
か
、

に
局
す
る
。

る
制
度

ω
行
は
る
、
に
至
っ
た
の
は
大
間
幕
政
中
則
以
後
山
事
で
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
仕
法
は
今
日
的
意
味
に
於

け
る
専
斑
ご
殆
y
」
臭
ら
，
さ
る
も
の
及
び
之
が
狛
似

ωも
の
ご
仁
川
別
す
る
事
が
山
古
都
る
ο

従
来
こ

ω柿
ω仕
法
を

行
ひ
し
も
の
芭

L
て
皐
芥
仁
紹
介
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
前
述
間
務

ω一
外
、
胞
内
児
島
落
、

毛
利
器
.
岩
国
務
、
赤

穂
、
姫
路
、
術
後
編
山
、
伊
政
士
ロ
旧
.
同
大
洲
、
県
後
附
務
‘
同
臼
杵
務

信
州
松
代
務
等

ω凶
産
専
七
民
、
相
馬
、

南
部
.
入
戸
、
松
山
、
大
村
、

熊
本
等
各
務

ω掛
一
非
民
で
ゐ
る
。
之
に
向
て
見
れ
ば
専
賀
川
知
似
の
仕
法
を
行
へ
る

各
務
は
大
挺
大
阪
以
西
川
り
諸
闘
に
[
て
捕
専
資
を
除
い

t
d
聞
東
に
於
て
は
比
較
的
少
い
。
之
れ
は
市
立
は
類
似
の

仕
法
b
4
W
H
施
す
る
の
前
提
ピ

L
て
は
、
己
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
貨
幣
純
情
の
後
述
せ
る
事
H
A
ぴ
貨
物
即
給

ω地

論

理主

専

制

似

山

H
法
に
基
〈
百
姓
一
按

第
一
一
十
六
替

Lコ
ゴL

O 
:k 

重品

掛

土biWf雄氏、封建肩上背凶之島祖程山研究六一七~n以 F&'I'.1六八一七瓦以下。

0、二三 tfi。削四六白以 lミ。

土屋民上揖吉一六λ瓦、五三O頁2) 

ト ← 一 一 一 一 一

島司副.



論

事
菌
類
似

U
H揖
に

ル

(

肖

姓

按

第
二
十
六
岱

。

。

議

第

腕

域
間
四
大
に
し
て
且
つ
配
給
の
中
心
に
「
近
接
せ
る
事
を
必
要
ご
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
大
阪
は
徳
川
山
町
代
を
通

じ
て
貨
幣
経
済
の
中
心
で
ゐ
h
且
つ
貨
物
配
給
山
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、

ぞ
れ
は
閥
阿
諸
問
に
ご
り
で
特
に
荒
川
賞

の
意
義
を
有

L
関
東
及
び
そ
の
以
北
の
各
港
に
己

b
て
は
綴
滅
的
附
係
が
苫
迄
密
伎
で
な
か
っ
た
。
従
一
1
閥
米
議

務
に
於
て
は
一
般
に
倒
産
寅
由
民
を
行
ふ
の
前
提
を
欠
い
で
日
出
た

ωで
あ
る
。
此
山
り
州
側
係
は
大
阪
に
於
け
る
開
京
地

方
の
競
馬
欺
的
数
が
比
較
的
に
傑
少
で
あ
っ
た
事
に
徴
し
て
も
明
か
で
ゐ
る
。
か
〈

ω
如
〈
関
西
地
方
に
於
て
は

そ
の
経
済
的
畿
品
曜
の
桂
皮
よ
・
り
し
て
、
専
頁
刻
似
の
仕
法
を
行
ひ
う
る
の
可
能
を
存
し
た
る
ご
同
時
に
、
各
経

ω

則
政
も
米
議
経
済
よ
み
り
貨
融
市
経
済
に
推
移

L
っ
、
あ
b
し
を
以
て
、
必
然
的
に
再
貞
矧
似

ω壮
法
が
多
〈
行
は
る

、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
川
市
は
勝
て
直
接
間
接
に
農
民
の
品
川
携
を
加
重

L
、
又
は
そ
の
利
袋
を
奪
ふ
前
中
ご

な
り
、

き
な
き
村
い
に
租
税
そ
の
他

ω負
探
り
増
加
に
苦
し
み
、
且
つ
侵
利
的
貨
幣
経
済
に
謝
し
て
抵
抗
力

ω弱、き

農
民
は
、
非
常
な
る
魁
迫
を
裳
ら
玄
る
を
得
な
か
っ
た
。
議
に
於

τ農
民
は
そ
の
窮
地
を
脱
却
す
る
縛
め
に
槌
々

の
方
策
を
講
じ
、
卒
穏
且
つ
合
法
的
に
そ
の
円
的
を
遣
す
る
飽
は

5
る
に
至
つ
て
は
、
途
仁
絶
問
詩
的
臨
時
勤
又
は
逃

散
を
企
つ
る
に
至
っ
た
。
専
一
貝
類
似
の
仕
訟
に
悲
〈
百
姓
一
挨
が
関
西
地
方
に
最
も
多
き
は
蓋
[
常
然
的
誌
で
あ

ら
う
o

余
的
知
b
得
た
る
こ

ω柿
吋
事
例
に
つ
き
て
左
仁
之
を
概
設
し
よ
う
。

第

一
空
白
類
仙
の
仕
法
仁
基
く
百
姓
一
接
年
代
史

倶 d

"'" '. ~ 



寛
文

::r: 

ノ、

年

士
イ干
何1
内
崎

優 3

)
 

唱

i野
中
品
珠
山
は
日
刊
々
の
大
一
品
業
b
d
起

L
土
佐
務
内
的
側
畿
仁
努
力
し
た
の
で
ゐ
る
が
、

そ
り
中
に
は
結
局
に
於

τ

武
士
階
級

ω利
盆
ご
な

h
農
民
を
脹
起
す
る
じ
至
っ
た
も
り
が
少
〈
な
い
。
品
臥
仁
寛
文
一
二
年
に
粂
山
が
失
脚
し
て

以
米
は
、
そ
的
判
肌
設
立
巧
め
悶
溺
せ

L
山
崎
氏
町
人
は
彼

ω枕
政
ef皐
げ
て
愁
諒
す
る
に
至
っ
た
o

就
小
所
説
「
庇

々
仰
向
」
な
る
も
川
り
は
故

b
人
民
り
生
活
h
f
M
四
泊
し
た
よ
う
で
あ
る
o

前
時
人
民
よ
カ
愁
訴

L
た
る
版
文
問

1
七

ケ
保

ω記
J
G
m

川
仁
よ
っ
て
は
、

そ
の
印
刷
料
的
如
何
な
る
も
の
な
る
か
は
明
か
に

L
得
な
い
が
、

士
仲
村
凶
中
山
特
産

口
開
た
る
茶
紙
除
油
草
木
村
等
は
そ
の
白
山
氏
民
を
禁
じ
、
生
産
地
相
は
庇
伎
に
消
費
者
に
肌
剛
氏
せ
す
[
て
必
宇
務
メ

は
務

ω特
許
商
人
に
白
川
波
す

ω義
務
あ
り
正
し
、
然
か
も
従
来
の
一
般
市
場
相
場
よ
b
も
下
似
に
質
上
げ
ら
れ

た
o

若
L
こ

ωい
伎
を
破
ぶ
っ
て
直
覧
只
を
な
す
時
は
山
脱
出
削
に
蕗
せ
ら
れ
る
の
み
な
ら
歩
、
専
買
に
聞
係
あ
る
役
人

の
往
来
頒
紫
仁

L
て
そ
の
送
迎
に
失
費
多
〈
又
専
良
貨
物
の
迩
怠
及
び
保
管
等
に
つ
き
て
も
夫
々
人
民
に
義
務
を

負
協
ゼ

L
め
た
o

叉
泊
り
如
き
は
上
方
よ

h
移
入
し
て
之
を
村
雄
市
間
人
に
机
下
げ
真
に
こ
の
前
人
よ
h
質
上
枕
を

徴
牧
(
て
洞
似
を
的
h
上
げ
、
又
安
喜
町
野
叩
浦
に
T
J泊
十
機
能
せ
し
め
て
之
が
強
制
買
上
げ
を
な
し
、
右
同
様

河
川
悦
じ
阪
氏
せ
[
め
党

ωで
、
古
川
人
及
び
消
技
者
も
削
る
迷
惑
し
た
ご
い
ふ
o

事
情
か

(ω
如
、
き
を
以
て
人
民
が

機
に
方

t
反
抗
せ
ん
正
す
る
は
常
然

ω事
で
ゐ
っ
た
o

即
ち
粂
山
火
脚
伎
は
闘
を
血
中
げ
て
市
町
家

ω施
設
に
反
謝

L

騒
然
た
る
も
の
が
ゐ
っ
た
。
践
に
於
一
1
常
局
は
止
む
を
符
中
大
改
革
を
行
ふ
こ
吉
、
し
て
事
な
さ
を
符
た
が
・
併

諭

i世

1$' 
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品市

im: 

第
二
十
六
巻

第

抗

事
出
掛
似
内
仕
法
に
恭
(
百
姓
一
按

-
乍
ら
-
』
の
仕
泌
が
全
然
厳
止
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

2

出
H
M五
年
(
一
七
五
五
年
)
十
一
月
、
土
佐
神
野
山
騒
動

右
に
述
べ
た
る
が
如
〈
土
佐
滞
に
於
て
は
所
説
改
文
の
改
替
に
よ
っ
て
粂
山
の
施
設
を
改
厳
し
た
る
も
、
財
政

上
内
問
雌
を
救
ふ
潟
め
に
は
専
斑
類
似
の
仕
法
を
全
然
厳
止
す
る
事
は
山
古
本
な
か
っ
た
o

い
つ
し
か
凶
産
方
な
る

も
の
を
復
活
し
特
模
商
人
伝
指
定
し
て
軍
事
同
廷
の
問
山
口
氏
側
占
念
行
は
し
む
る
に
至
っ
た
。
農
民
は
之
に
射
し
て

特
に
特
繰
古
川
人
た
る
す
川
如
町
過
ち
丁

ω
川
町
減
反
利
左
術
門
は
、

Ht 
!lll' 

常
に
不
耐
を
悔
い
て
ゐ
た
の
で
ゐ
る
が
、

山
地
方
に
於
て
不
骨
岡
山
り
安
伯
や
以
て
倒
産
刷
刊
に
紙
必
を
町
民
上
げ
た
勉
め
甚
{
〈
農
民
を
激
昂
せ
し
め
た
o

農
民
は

務
治
山
川
に
殻
訴
し
て
減
，
h
某
の
倍
以
見
を
要
求
[
押
れ
る
も
之
を
聴
き
な
か
っ
た

U

該
に
於
て
農
民
等
は
徒
誌
を
組
み

て
他
凶
に
逃
散
す
る
か
、
又
は
江
戸
仁
人
を

m
Lて
越
訴
ぜ
ん
三
計
去
し
、
納
税
を
恒
石
川
し
た
。
相
川
此
山
村
は
仮
本

人
二
十
二
人
を
拍
へ
て
投
は

ιた
が
、
後
、
成
川
出
来
に
も
不
正
り
行
錫
ゐ
ち
た
る
一
4
J
V
俊
婚
し
、
農
民

ω
代
表
者

時
比
村
山
反
小
平
善
之
丞
比
び
放
民
H
4
ω

二
人
は
死
罪
に
広
せ
ら
れ

t
事
件
は
一
賠
訴
右
し
た
ω

併
(
岡
市
m
力
は

依
然
正
し

τ廃
止
せ
ら
る
る
に
歪
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
後
年
一
再
び
騒
動
を
見
た
の
で
あ
る
。

3

W

H

川
町
六
年
(
一
六
五
六
年
)
、
阿
波
蛇
枕
事
件

徳
島
総
に
於

τも
古
〈
よ
り
点
目
同
州
似
り
仕
泌
を
行
ひ
、
寛
永
以
前
己
に
椴
方
役
所
な
る
も
の
が
あ
っ
た

Q

そ

の
内
容
刈
械
は
不
明
で
あ
る
が
、

恐
ら
〈
櫨
住
蝋
川
町
一
m群
氏
町
民

χ
以
蛇
視
を
行
っ
た
も
の
ご
思
は
れ
る
宛
氷
ニ

オ佐史料ー八四ノ制官年代昨日日三ノ三五、 i一世史科六ノ云五、南E'ii司、ヒ六、

一二O
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年
に
は
縦
方
役
所
川
一
知
ご
し
て
蛇
方
代
官
所
合
設
泣
L
、
夏
に
享
保
十
八
年
に
は
疏
方
御
用
役
場
ご
改
稿
し
、

葉
忠
専
日
只
M
A

び
製
取
り
輸
出
柴
山
糊
に
力
め
た
。
真
に
紙
総
般
市
峰
山
並
粉
、
ι
白
人
ψ

物
質
綿
竹
木
谷
に
つ
三
日
只
上
り
制

限
を
加
へ
て
そ

ω利
を
牧
め
、
以
て
劇
政
に
資
せ
ん
E
し
た
。
闘
よ
り
か
、
る
仕
訟
を
行
ふ
に
方
b
て
は
、

生
産
額
及
び
農
民

ω利
益

ω増
大
を
計
ら
ん
ご
じ
た
る
も
、
結
局
農
民
が
不
利
に
陥
る
を
以

τ、

そ
の

-
」
の
仕
法
は
悌

に
農
民
反
針
の
日
同
時
ど
な
っ
て
居
た
。
川
市
し
て
出
H
M
m
六
年
名
両
郎
両
日
山
村
地
方
を
山
中
心
Z
し
て
百
姓
一
授
が
畑
地
つ

た
o

即
ち
従
来
よ
h
院
の
碇
淀
川
只
が
然
出
亡
ら
れ
て
ゐ
記
上
仁
、
一
見
に
こ
の
年
に
一
歪
っ
て
聡
作
枕
を
設
け
た
の
で
、

か
ね
て
用
主
を
備
へ
村

ω
守
鋭
を
八
日
闘
に
一
授
を
企
つ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
密
告
者
内
嶋
崎
め
に
そ
の
一
品
を
か
、

れ
、
寸
却
を
思
「
る
に
去
ら
守
し
て
了
っ
た
o
首
謀
者
二
人
は
死
非
仁
蕗
せ
ら
れ
、
そ
の
法
骸
は
五
…
川
の
山
首

ω
川正手

に
非
ら
れ
た
。
そ

ω悲
仰
に
は
貨
同
肘
七
年
三
月
二
十
一
日
ご
あ
る
Z

V
ふ
。
前
油
小
農
民
は
こ
の
刑
を
以
て
抗
作

ω

一脚
Z
な

L
擁
々
の
迷
信
が
行
は
れ
、
後
年
所
説
五
赴
官
事
件
が
川
崎
っ
た
の
は
こ
の
耐
に
闘
し
て
で
あ
る
。
要
す
る

に
償
年

ω一
騒
動
は
会
〈
部
が
肢
の
町
民
買
を
獅
占
せ
ん
正
す
る
一
割
に
基
因
し
た
も
の
で
あ
る
o

4

天
明
六
年
ご
七
八
六
年
)
十
二
月
、
術
後
編
山
側
内

(
 

備
後
編
山
滞
は
水
野
氏
時
代
に
は
術
中
備
後
九
那
二
百
四
十
三
村
十
時
石
に

Lτ
、
交
通
り
便
利
も
あ
・
9
・
物

産也山賢官一時

ω務
で
あ
っ
た
が
、
一
冗
鵡
十
一
年
水
野
氏
肝
一
刷
純
え
て
附
除

T
bれ
た
。
そ
の
際
，
H

枯
府
は
附
山
務
に
命

じ

τ新
に
検
地
丈
量
を
行
は
し
め
、

五
高
石
を
打
も
出
さ

L
め
た
む
か
〈
し
て
領
民
は
引
同
税
率
を
向
め
ら
れ
た
る

齢

事
一
也
知
似
白
仕
法
に
基
{
百
姓
一
授

第
二
十
六
位
官

第

銃

披

阿 波 闘J直近宜叫史料一八百、六二回瓦5) 
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員宿

事
斑
掴
似
の
仕
誌
に
基

t
百
姓
一
喪

f1!l 

第
二
十
六
巻

凹

議

卦a

!i1!l 

の
み
な
ら
す
、
再
度
側
主

ω
岡
谷
ゐ

h
、
一
向
批
一
投
従
生
川
り
素
地
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
新
一
側
主
阿
部
氏

は
怖
に
江
戸
に
在
h
J
て
幕
荊

ω要
峨
仁
就
き
[
品
川
め
犬
山
割
盆
々
多
き
を
加
へ
、
別
用
不
足
を
補
ふ
に
淡
々
ご
し

て
.
日
刊
々
の
方
法
に
よ
っ

τ金
殺
の
沫
求
に
力
的
た
。
藷
に
於
て
天
明
六
年
問
年
が
動
機
正
な
h
て
、
領
内

ω農

民
印
弔
っ
て
大
一
授
を
越
す
に
至
っ
た
。
首
時
農
民
が
要
求
し
た
る
所
は
賀
に
一
一
一
卜
一
一
一
ケ
僚
の
多
き
に
述

L
て
居
る

炉
、
「
締
役
所
則
之
引
L

は
そ
的
重
要
な
る
も

ω
、
一
つ
で
め
る
。
又
之
に
闘
辿
L
て
「
純
作
不
・
Mmω
節
伶
H

地
力
被

仰
付
皮
似
之
輔
」
を
要
求
L
て
居
る
。
締
役
所
の
創
設
は
何
時
の
頃
か
不
明
で
あ
る
が
、
之
に
よ
っ
て
専
七
日
類
似

の
仕
法
を
行
ひ
、
綿
忠
良
貨
を
獅
占
し
た
も
り
、
如
〈
で
あ
る
。
卸
も
綿
は
術
後
特
産
物
の
一
つ
に
し
て
閥
肉

ω

需
要
を
充
た
し
て
延
に
多
〈
を
大
山
棋
に
移
山

L
て
居
わ
い
。
附
し
て
従
来
は
綿
問
庄
が
運
上
を
納
め
て

d
n
L、
必

し
も
滞
内
的
綿
悶
必

ωみ
仁
限
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
然
る
に
締
役
所
設
置
以
来
、
仲
山
川
り
者
に
焼
印
提
札
を
下

附
し
、
彼
等
を
L
て
安
倒
に
綿
を
民
入
れ
し
め
て
之
を
納
役
所
に
牧
め
役
所
自
ら
之
主
岳
民
を
な
し
、
他
倒
的
問

屋
又
は
提
札
な
き
問
日
周
ピ
の
白
山
取
引
を
禁
じ
た

Q

役
所
は
賀
子
縄
市
肴
己
な
h
J
、
農
民
は
常
に
実
的
に
生
産
物

を
資
抑
は

F
る
を
符
な
い
の
で
、
こ
の
制
度
の
厳
止
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

5

天
明
七
年
(
一
七
人
七
年
)
二
月
、
土
佐
池
川
別
居
逃
散

(
 

士
佐
川
り
閥
産
庁
が
加
何
な
る
産
物
に
つ
き
て
専
資
額
似

ω仕
法
を
採
用
し
た
る
か
は
明
か
で
な
い
V

が
、
士
仲
間
紙

民
び
茶
は
そ
り
必
も
荒
川
官
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
天
明
六
年
は
両
部
日
本
一
般
に
4

人
間
作
に

L
τ
、
士
佐

-ili:仕 lji~合終的識者U~十 谷駅f品目立子問委!!!f
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も
亦
そ
の
告
を
蒙
っ
た
。
併

ι凶
作
の
箱
め
土
佐
岡
内
各
地
に
汀
姓
一
授
が
超
ら
な
い
で
、
北
西
部
の
山
側
地
方

に
一
授
が
品
民
生
し
た
の
は
、
こ
の
地
方
が
平
地
少
〈

L
て
殺
作
に
通
せ
宇
、
格
及
び
茶
を
技
培
し
て
製
紙
製
茶
を

主
業

t
L
、
組
税
の
如
き
も
毅
納
に
よ
ら
守
し
て
金
約
に
よ
る
ご
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
然
か
も
紙
及
び
茶
が
倒

産
方

ω資
買
に
脱
す
る
も
の
な
る
が
放
に
、
そ
の
白
山
鹿
買
が
川
家
、
ず
、
柿
々
的
不
利
佳
'T内
乱

h
、
常
に
不

.r中に

尚
も

τゐ
た
。
偶
々
凶
作
不
作
に
曾
し
、

之
を
機
ピ

L
て
紙
一
日
買
に
関
す
る
制
限
り
倣
A

肢
を
主
張
し
、
約
七
百
伶

人
の
農
民
は
伊
政
松
山
飯
に
逃
散

L
て
久
万
山
菅
生
山
に
至
る
o

高
知
滞
大
に
憶
さ
、
要
求
k
y
容
れ
て
謀
れ
防

る
o

爾
来
闘
産
資
問
H
の
制
限
が
緩
和
せ
ら
れ
た
芭
見
え
て
、
之
仁
閲
す
る
一
授
は
級
生

L
な
か
っ
た
。

)
 

6
宛
政
五
年
(
一
七
九
三
年
)
正
月
・
伊
藤
士

Hm制
肌

(
 

こ
の
一
授
も
必
L
も
軍
一
な
る
原
因
に
よ
っ
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
併
し
紙
方
役
所
な
る
も
の
を
設

け
、
製
紙
一
加
料
忠
良
只
を
制
限

L
、
滞
が
御
用
商
人
を
し
て
製
品
を
濁
占
的
に
買
取
り
、
叉
御
用
尚
人
を
し
て
製

紙
業
に
不
常
の
金
融
を
な
さ
し
め
た
る
事
に
悲
闘
す
。
古
川
離
は
三
高
石
の
小
器
に
し

τ、
符
に
本
務
た
る
宇
和

島
務

ω刷
出
迫
を
受
け
記
る
も
・
期
政
は
本
務
よ
h
も
比
般
的
に
良
好
で
あ
っ
た
o

然
る
に
時
を
一
千
る
に
つ
れ
て
則

周
弐
第
に
乏

L
〈
、
之
を
補
足
す
る
潟
め
に
国
産
た
る
紙
を
専
し
民
主
し
、
そ
の
利
徒
を
獅
占
せ
ん
ぜ
し
た
。
農
民

等
之
を
一
小
常
ご
し
て
騒
「
。
曾
-
Q

本
藩
宇
和
尚
藩
の
指
阪
の
り
た
る
ご
か
に
て
、
寛
政
四
年
十
二
月
頃
よ
ち
一
扱

勃
畿
の
形
勢
で
あ
っ
た
が
、
遂
に

E
月
に
至
っ
て
前
山
氏
患
っ
て
一
挨
を
な
し
、
宇
和
島
領
内
に
逃
ぽ

L
、
紙
方
役

論

識

事
資
制
叫
の
仕
訟
に
基
〈
百
姓
一
摂

第
二
十
六
笹

五

蕗

統

ヨ王
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論

強

事
司
銅
山
内
仕
法
に
基
f
百
姓
一
捜

d 
p、

部
-
十
古
典
管

"-，、

事

観

所
胤
出
止
そ
的
他
数
項
よ
り
成
る
師
側
告
を
出
す
。
吉
岡
崎
臨

ω山
本
名
安
脱
俄
太
夫
は
宇
和
島
に
赴
き
1
交
沙
L
た
る
も

一
校
山
退
散
を
山
本
む
。

一
校
減
め
仁
鎮
定
し
忙
。

カコ

要
側
を
待
ky、
責
任
を
負
ふ
て
群
集

ω而
前
に
制
服
L
・

の
如
き
劇
的
場
面
を
有
す
る
百
姓
一
授
は
類
が
少
い
o

n
文
化
八
年
(
一
入
一
一
年
)
十
一
月
、
豊
後
附
務

豊
後
は
小
絡
に
分
間
せ
ら
れ
て
局
た
の
み
な
ら
守
、
制
中
工
が
川
出
土
交
法
L
・
諒
ポ
の
皮
も
可
な

h
苛
砧
で
あ
っ

た
。
故
に
九
州
地
方
に
於
て
は
比
較
的
一
四
絞
り
多
い
闘
で
ゐ
る
o

文
化
八
年
附
議
に
於

τは
御
物
品
開
所
生
践
曾

所
を
創
設
L
凶
庫

ω資
買
を
獅
占
し
よ
う
ご
し
た
。

こ
り
印
刷
紘
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
に
就
き
て
は
、
之
を
詳

か
に
し
な
い
が
、
捕
そ
の
他
の
凶
庄
に
つ
き
て
専
一
民
組
似

ω仕
法
を
刈
っ
た
も
の
ら
し
い
。
而
L
て
之
は
伶
耗
農

民

ω迷
感
ご
な
っ
た
ご
見
え
.

四
M
M
村
M
A
び
井
出
筋
百
姓
が
暴
動
を
な
す
や
、
そ
の
最
初
に
ほ
引
出
し
た
る
歎
似
書

仁
は
、
第
一
明
第
二
項
三
柄
引
に
於
て
之
が
撤
肢
を
要
求
L
、
叉
之
に
関
係
ゐ
る
役
人
を
百
姓
共
へ
下
ほ
か
れ
皮
き

旨
を
主
張
し
E
居
る
的
諮
に
於
℃
は
事
怖
を
止
む
合
得
点
Y
、
間
も
な
く
新
法
を
停
止
し
た
も
の
、
如
く
で
あ
る
o

付
文
化
人
年
(
一
入
一
一
年
)
十
二
月
、
豊
後
臼
杵
絡

(
 

臼
伯
雄
も
省
の
附
絡
ご
同
じ
よ
う
な
事
情
に
ゐ
h
士
、
財
政
は
械
皮
に
窮
乏
し
て
底
た
。
之
が
治
め
何
々
の
奇

を
命
じ

例
へ
ば
四
十
才
未
尚
の
男
女
に
は
一
日
一
銭
宛

ω
人
凶
枇
十
日
献
し
、
牛
似
内
f
H
m
H
に
運
上

強
制
的
に
端
的
将
吋
千
諸
に
加
入
せ
し
め
、
真
に
は
縁
談
ガ
な
る
殺
人
を
立
が
き

τ
h中
ω
紋
談

ω世

扱
な
る
施
設
を
施
し
た
。

内閣寺Ü!，Í\透氏制、伊王量百姓1fl副 ~1 h.悩
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l
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吋

|

ド

1

1

請
を
な
さ
し
時
た
o

次
で
底
物
一
式
買
上
の
事
を
令
L
・
山
口
毎
に
番
出
川
を
設
置
し
て
移
山
入
内
貨
物
に
附
伊
ぞ

却
附
す
る
と
同
時
仁
、

席
物
m
只
上
仕
法
の
励
行
に
力
的
た
。
殊
に
紙
松
所
を
所
々
に
設
げ
て
紙
削
聞
を
時
慣
ら
す
日
ト
げ

る
事

E
L
た
。
民
民
等
そ

ω不
常
を
叫
ん
で
一
撲
を
起
L
暴
動
を
な
す
に
歪
っ
た
が
、
併
し
か
〈
め
如
、
メ
涼
物
の

買
上
げ
仕
法
は
地
方
内
事
情
に
よ
っ
て
利
害
刷
係
を
異
に
す
る
が
放
に
、
ド
日
姓
の
要
求
も
亦
地
方
じ
よ
っ
て
見
つ

授
川
り
重
姿
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
削
右
的
如
〈

U

身
内

て
居
る
o

併

L
大
憾
に
於
王
町
物
資
上
げ
の
訟
が
こ
の

類
似
の
仕
泌
が
原
凶
ピ
な
り
て
柏
崎
h
た
る
有
二
静
り
百
川
町
一
校
ご
は
、
原
凶
こ
そ
開
先
れ
・
他

ω隣
械
も
絡
協
倒
的
に

印
刷
氾
せ
る
上
に
、
問
、
臼
村
二
諦
山
首
姓
一
授
が
成
功
し
た
る
的
放
に
、
各
地
一
'M
円
に
立
っ
て
一
授
を
会
つ
る
に

至
っ
た
。

け
文
化
十
三
年
(
一
八
一
ム
ハ
年
)
十
一
月
、
伊
涼
大
洲
務

大
洲
市
十
紙
は
そ
の
資
質
感
一
宇
に
し
て
水
中
に
浸
潤
す
る
も
之
を
乾
燥
す
れ
ば
再
び
そ
の
文
字
を
判
前
し
う
る

ω

放
に
、
宮
山
火
事
り
多
か

h
し
江
戸
に
於
て
頗
る
多
(
の
需
裂
が
ゐ
h
、
利
盆
が
少
〈
な
か
っ
た
。
農
民
は
刷
業

E
L
て
製
紙
を
借
み
、
務
内
第
一
の
名
産
ご
な
っ
た
。
蕊
に
於
て
務
政
府
は
之
が
資
買
を
獅
ト
H
し
て
利
徒
を
皐
げ

ん
ど
計
査
し
、
各
地
に
紙
故
役
所
を
設
け
、
時
間
閣
の
如
何
に
拘
は
ら
守
秘
め
て
安
日
間
に
之
を
全

J

州
民
上
げ
、
部
帥
ゆ

手
を
経
て
之
を
打
戸
に
移
山
以
資
L
、
農
民
が
抜
貨
を
な
す
に
於
て
は
殿
剖
に
慮
す
る
事
ご

L
た
o

農
民
は
折
角

の
布
利
な
る
刷
業
を
麟
辺
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

大
に
反
劃
し
た
が
、

如
何
ご
も
山
来
な
か
っ
た
o

室
こ
川

論

JIミ

士

4
官
制
倒
山
刊
訟
に
払
〈
百
姓
一
按

第
二
十
六
巻

t二

if1 
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論

誕

A 

車
両
翻
似
山
仕
法
に
基
〈
百
姓
一
一
摂

第
二
十
六
巻

え

第

!l!l 

の
木
村
盟
正
三
附
孫
四
郎
は
こ
の
苛
政
を
見
る
に

L
の
ぴ
す
、
同
志
ご
計
つ
一
1

一
授
を
企
1
ん
ど
す
。
不
卒
中
道

に
し
て
事
あ
ら
は
れ
、
首
謀
者
三
名
死
罪
に
蕗
せ
ら
れ
た
。
併
し
之
に
よ
っ

τ紙
改
役
所
は
全
然
厳
止
せ
ら
る
、
、

に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
‘
著
し
〈
覚
大
の
虞
置
を
な
す
事
正
な
っ
た
ご
い
ふ
凶

内
リ

文
政
二
年
{
一
入
-
九
年
)
五
月
、
阿
波
那
賀
郡
仁
宇
谷

こ
の
地
方
は
絡
協
川
町
市
等
の
産
地
で
あ
る
が
、
之
等
の
物
産
の
両
個
格
hr↓
公
定
し
、
古
賀
買
を
禁
じ
て
務
の
御
刈

商
人
を
し
て
満
山
的
に
貸
上
げ
L
め
て
居
た
の
で
、
暴
動
を
企
て
た
が
、
小
地
域
の
事
官
て
大
事
に
至
ら
す
し

τ

終
末
し
た
。

日
文
政
六
年
(
一
八
二
三
年
)
五
月
、
紀
伊
和
歌
山
務
内

紀
州
和
歌
山
総
は
大
稀
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
則
用
の
欠
乏
は
他
務
ざ
異
る
所
は
な
か
っ
た
o
海
上
交
通
仁
よ

っ
て
大
坂
ご
密
接
の
閥
係
ゐ
り
し
縛
め
、
夙
に
食
僻
経
済
が
後
達

L
、
倍
利
の
機
曾
が
多
か
っ
た
結
果
、
刷
用
の

不
足
を
補
ふ
の
方
法
Z
し
て
専
貞
鎖
似
の
仕
法
が
行
は
れ
た
。
ぞ
れ
は
郎
も
「
御
仕
入
方
」
な
る
制
度
で
あ
る
。
之

は
務
の
雷
一
要
産
物
の
濁
占
的
資
買
を
柏
崎
す
の
み
な
ら
ず
、
更
に
他
務
よ
り
移
入
せ
ら
る
、
貨
物
じ
っ
言
て
も
市
特
質

を
行
ひ
し
を
以
て
、
務

ω出
入
口
仁
は
役
所
を
設
げ
て
密
輸
を
殿
禁
し
た
o
故
じ
農
民
は
そ
の
生
産
品
の
資
却
に

っ
き
販
路
が
制
限
せ
ら
れ
て
不
利
盆
を
変
る
は
勿
論
、
摘
茶
煙
平
等
の
買
入
れ
に
つ
き
て
多
大
の
不
利
に
陥
h
、

「仕
λ
方
」
山
町
制
肢
は
領
民
の
輯
カ
反
劃
す
る
所
で
め
っ
た
。
文
政
六
年
仁
至
b
不
幸
仁

L
て
四
月
よ
ち
五
十
除
目

I'Lj Iも:l =，~.;æ(i垂氏制、 O.t~百姓ー技第十一銅
山'J拙凶政出火I均史料
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山
口
陣
一
滴

ω雨
を
見
す
、
大
且
宇
魅
ご
な
り
、
五
殺
の
植
付
色
蜘
脚
本
市
-T
・
水
騒
動
が
超
b
、
夏
に
は
そ
の
生
活
の
図

婦
を
訴
へ
て
百
姓
一
携
を
見
る
に
至
っ
た
。
郎
も
最
初
五
月
十
九
日
名
草
郡
宮
郷
に
起
り
夏
に
蔓
延
し
て
六
月
八

日
に
は
伊
都
郡
に
も
及
ん
に
。
回
よ
り
こ
の
一
授
り
原
闘
は
必
し
も
「
仕
入
方
」
問
題
に
は
限
ら
な
い
が
、
之
が
最

も
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。

山
天
保
二
年
(
一
八
三
一
年
)
八
月
、
周
防
岡
三
岡
尻
地
方

耕
剖
討
建
物
役
所
な
る
烏
本
に
よ
れ
ば
、
「
近
来
倣
に
長
じ
勝
手
向
宜

L
か
ら
古
る
蕗
よ

h
L
て
防
長
雨
凶
の
十
人

郡
郷
知
に
産
物
役
所
を
建
連
ね
山
梅
田
'
鼠
に
生
千
る
物
は
巾
に
及
ば
す
、
人
作

ω品
に
至
る
迄
凶
中
山
康
物
悉
〈

下
位
に
買
上
げ
、
大
阪
へ
運
送
す
・
中
略
‘
農
商
の
鈎
は
依
り
に
下
値
に
同
月
上
げ
ら
れ
難
地
に
迫
れ
る
蕗
よ
h
し

τ、
偶
密
か
に
他
凶
へ
寅
ら
ん
ご
す
れ
ば
訟
日
付
仁
見
得
ら
れ
て
そ
の
品
を
取
上
過
料
を
巾
何
ら
る
、
に
ぞ
い
よ

J
¥国
民
困
出
射
す
る
市
中
甚
し
云
々
」
ご
ゐ
る
町
故
に
防
長
地
方
に
於
り
る
産
物
役
所
の
越
田
川
は
左
迄
古
い
も
の
で

は
な
い
が
、
毛
利
滞
は
本
支
繕
共
に
こ
の
制
度
を
行
ひ
、
叉
古
川
領
に
於
て
も
一
一
柑
の
凶
庫
再
資
制
度
が
行
は
れ

て
ゐ
た
よ
ヨ
で
あ
る
。
巳
に
天
保
元
年
産
物
役
所
を
設
け
紙
の
獅
古
賀
上
を
な

L
た
る
銭
的
諮
州
境
に
於
て
一
授

強
訴
が
起
b
、
司
」
川
山
一
地
方
で
は
遂
に
有
名
鉱
山
貨
の
制
度
記
な
っ
て
居
仕
ぜ
い
ふ
。
然
る
に
長
府
傾
徳
山
削
等
仁
於

て
は
之
を
廃
止

L
な
か
っ
た
の
み
な
ら
中
、
天
保
二
年
は
久
L
振
h
の
肌
五
年
ご
忠
は
れ
た
の
で
、
務
常
局
は
識
ね

て
投
機
的
に
多
量

ω米
を
買
上
ゆ
て
ゐ
た
の
が
、
債
格
下
落
し
て
損
失
を
召
く
事
を
廃
れ
、
之
を
阻
止
し
よ
う
ご

三品

川副

是主

車
両
氏
制
似
の
仕
出
に
拡
(
百
姓
一
挟

第
二
十
六
笹

ゴL

第

鋭

A 

南担徳川史、羽I~佐山麻i(;1~T.li i也三ο三百以下
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:首

議

謀
説
剃
似
心
伺
訟
に
恭
(
百
姓
一
一
醗

第
二
十
六
岱

C 

*; 
観

。

考
へ
た
o

卸
も
中

ω闘
よ
b
五
型
午
下
に
賞
る
海
上
相
生
油

ω一
出
榊
に
不
伊
な
る
も

ωを
献
じ
て
そ

ω怒
を
賀
ひ

大
暴
風
一
仙
台
起
き
ん
ご

ω企
が
あ
る
己
流
中
一
目
せ
ら
る
。
制
然
仁
も
七
月
十
七
日
夜
傑
延
に
廃
物
役
所
の
役
人

ω犯

飽
叩
仁
生
牛
的
皮
ゐ
る
を
後
見
し
た
る
農
民
は
そ
的
流
言

ω常
b
し
を
お
h
、
遂
に
防
長
一
帯

ω百
姓
は
一
擦
を

起
き
ん
ご
し
、
物
情
騒
然
た
る
も

ω
が
ゐ
っ
た
。
長
府
似
古
川
艇
に
於
て
は
単
〈
よ
ム
リ
響
戒
し
て
兵
備
品
川
整
へ
中

な
き
を
得
た
が
、
宮
市
三
倒
見
地
方
に
於
て
は
い
恭
助
的
一
授
が
柏
崎
b
御
用
商
人
球
物
般
的
邸
宅
を
破
壊
す
る
に

至
っ
た
。

仰
天
保
十
二
年
(
一
八
四
一
年
)
十
二
月
、
阿
波
上
郡
一
授

巳
に
述
べ
た
る
那
叫

Hm仁
一
寸
谷
一
授
り
外
、
亭
和
年
間
井
之
内
谷
ゆ
一
挨
・
文
化
年
間
勢
力
村
氷
山
村
山
越
境

騒
動
が
ゐ
っ
た
り
れ
ど
も
、

之
が
原
凶
に
つ
H
そ
は
明
か
で
な
い
し
、
又
左
松
大
規
模
り
も
り
で
も
な
か
っ
た
。

然
る
に
天
保
十
二
年
十
二
月
に
至
h
、
上
郡
印
ち
三
好
美
馬
両
加
一
被
の
百
姓
は
或
は
暴
動

L
戒
は
逃
散
し
た
。

三
好
榔
山
城
谷

ω農
民
六
庁
総
人
は
、
こ
の
地
方

ω特
魔
物
に
閲
す
る
湖
占
買
上
げ
に
反
到
し
、
伊
柏
崎
今
治
傾
に

逃
散
し
、
山
叩
・
採
、
煙
字
、
昨
宝
仙
胤
賞
、
資
綿

ω強
制
民
上
底
止
の
件
等
十
七
ゲ
僚
り
要
求
を
伊
政
一
ナ
府
郡
今
泊

傾
大
庄
日
四
非
川
多
郎
左
衛
門
に
呈
出
し
た
。
又
美
馬
郡
組
谷
山
地
方
の
百
姓
も
右
ご
殆
ド
と
岡
伎
の
要
求
を
貫
徹

ι

る
治
め
に
或
は
圧
屋
官
一
銭
等
を
彼
却
す
る
等

ω
乱
暴
を
な
し
、
夏
に
一
泉
分
の
村
氏
六
百
伶
人
は
土
佐
岡
山
岩
永
郷
凶

峰
口
番
所
を
経
て
士
佐
に
逃
散
し
た
。
務
常
局
は
大
に
狼
狽
し
、
話
市
民
を
遣
し
て
内
務
に
力
的
、
農
民

ω
要
求
は

'・τ.. 



概
ね
容
認
せ
ら
れ
、
寛
永
以
来
り
専
責
類
似
の
仕
法
は
栂
々
の
縫
還
を
遂
げ
た
る
後
、
遂
に
底
止
せ
ら
毛
、
に
至

っ
た
。
徳
島
滋
が
大
滞
で
あ
b
乍
ら
、
叫
閣
々
百
姓
一
授
が
畿
生
し
た
る
は
、
金
〈
こ
の
仕
法
的
り
行
は
れ
た
る
斜
め

で
あ
ら
う
。

U

文
久
二
年
(
一
入
六
五
年
)
、
伊
強
制
問
小
鋭
騒
動

賞
附
大
洲
械
に
於
て
専
-
N
H
類
似
の
仕
法
が
お
竹
花
せ
し
ゃ
市
や
は
不
明
な
る
も
，
文
久
二
年
喜
多
郡
大
谷
村

ω沖

野
屋
ご
稿
ず
る
製
峨
業
者
が
そ
の
原
料
た
る
械
民
合
安
慨
に
町
民
入
品
、
め
放
を
以
て
一
挨
を
見
る
に
宝
っ
た
。
沖

野
泌
が
不
常
に
安
く
原
料
を
貿
ひ
得
た
る
は
彼
が
滞
よ
ち
特
出
慌
を
賦
拠
せ
ら
れ
、
絡
は
間
後
に
柚
の
在
氏
買
を
禁

じ
て
ゐ
た
も
の
ピ
忠
は
れ
る
。
術
ほ
こ
の
外
に
も
一
一
三
之
に
類
似
す
る
一
授
が
こ
の
前
後
に
起
っ
た
が
、
品
砕
か
で

な
い
か
ら
、

議
に
は
省
略
す
る
事
ご

L
た。

第

事
貰
類
悩
の
仕
法
に
基
く
百
姓
一
撲
の
分
布

最
初
に
述
べ
た
る
が
如
〈
‘
専
し
民
制
度
又
は
之
が
類
似
の
仕
法
の
賀
行
可
能
は
、

時
代
及
び
地
方
に
よ
っ

τ制

約
せ
ら
る
、
が
放
に
、

か
、
る
制
度
を
素
凶
又
は
動
因
正
せ
る
百
姓
一
授
的
後
生
も
亦
時
代
及
び
地
方
に
よ
っ
て

犬
々
一
定

ω分
布
を
な
さ
V

る
を
得
m
H
O

放
に
前
項
に
略
越
せ
る
十
四
件
の
百
姓
一
携
を
綜
合
し
て
、
そ
り
地
理

的
及
び
川
町
間
的
分
布
の
傾
向
を
述
ぺ
る
一
品
ご
す
。

品市

事
斑
鋼
倒
の
仕
誌
に
砕
(
宵
勉
一
日
韓

銘

掛

第
二
十
六
容

議

} 

阿波雄氏政史料ヒ六二頁

三廿郡誌五ニ二耳"~下
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i前

議

明
暗
斑
鮪
似
の
仕
法
に
基

f
百
姓
一
按

第
二
十
点
巷

第

鵠

一一

ィ
、
そ
の
却
理
的
分
布
蚊
態

専
氏
制
度
£
闘
係
を
有
す
る
百
姓
一
授
は
悶
よ
り
右
の
十
四
件

ωみ
に
は
止
ら
泊
で
あ
ら

F

フ
が
、
余
が
A
1
迄
蒐

集
し
待
た
る
材
料
に
よ
れ
ば
先
づ
之
れ
丈
け
で
ゐ
る
o

而
L
て
伊
強
南
部
、
土
佐
を
除
い
て
は
何
れ
も
大
館
瀬
戸

内
向
に
商
す
る
闘
ケ
で
ゐ
る
事
は
最
も
注
目
す
べ
き
貼
で
あ
る
o

之
は
会
〈
之
等
の
地
方
が
海
運
に
よ
っ
て
そ
の

岡
産
会
大
阪
に
移
出
し
て
良
却
す
る
の
可
能
を
有
し
、
従
て
叉
目
ぽ
し
量
産
物
を
凡
べ
て
綜
括
的
に
専
寅
す
る
の

制
度
を
設
け
た
、
め
で
ゐ
ら
う
。
者
し
各
務
が
消
極
的
に
こ
の
生
活
必
需
品
に
つ
き
専
氏
を
な
し
た
る
場
合
に
は

消
費
税
を
訓
附
す
る
の
形
ご
な
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
全
般
的
に
有
利
な
る
倒
産
ロ
聞
の
凋
占
貿
上
げ
を
な
す
に
於
て

は
、
農
民
は
見
す

J
¥そ
の
利
盆
を
失
ふ
事
を
戚
じ
、
農
民
を
L
て
激
昂
せ
し
む
る
の
程
度
が
大
で
あ
る
。
去
れ

ば
二
一
の
産
物

ωみ
に
つ
き
て
専
資
制
度
を
賞
施
せ
る
地
方
に
於
て
は
、
幽
よ
h
農
民
の
利
盆
を
筈
L
た
に
は
逮

な
い
が
、
百
姓
一
授
の
起
っ
た
場
合
が
少
い
。
右
十
四
件
中
多
く
は
多
純
鋲
の
岡
高
血
の
自
由
貿
買
を
禁
千
る
か
、

又
は
農
民
の
生
業
ご
し
て
最
も
重
要
な
る
も

ωに
つ
き
て
行
は
れ
た
る
事
寅
に
徴
L
て
も
こ
の
越

ω消
息
が
明
か

で
あ
る
。
か
〈
の
如
〈
専
資
制
度
に
起
因
す
る
百
姓
一
授
は
、
軍
一
な
る
米
作
地
方
で
は
な
く
、
大
阪
ご
の
交
通

は
勿
論
隣
藩
と
の
交
通
が
盛
に
し
て
.
著
し
〈
経
糖
が
畿
越
し
、
特
刷
作
物
を
有
利
に
生
産
し
-
フ
る
地
方
に
資
生

L
た
の
で
ゐ
る
o

叉
同
一
の
支
臨
者
の
下
に
在
h
て
も
、
専
寅
制
度
に
よ
っ
て
受
〈
る
影
響
は
夫
々
異
る
が
故
仁
、

責
租
重
課
じ
よ
る
百
姓
一
授
の
如
〈
、
領
内
会
躍
に
亘
る
大
一
授
は
比
較
的
に
少
い
傾
向
が
ゐ
6
0
更
に
こ
の
積

...，.... 



一
携
俊
生
ご
共
に
専
資
制
度
内
り
改
肢
を
行
ひ
、

描
民
生
原
因
を
除
去
し
た
る
場
合
に

の
一
採
り
反
剖
極
性
を
見
る
に
、

は

一
回
限
b
で
終
末
L
て
居
る
が
、
箪
に
名
目
を
盤
改
し
た
の
み
か
叉
は
再
び
質
行
せ
る
場
合
に
は
、
麗
々
一

授
が
反
援
し

τ居
品
。
例
へ
ば
土
佐
、
伊
藤
、

阿
波

ω如
、
き
は
そ
の
一
例
で
ゐ
る
。

回
、
そ

ω時
間
的
分
布
紋
態

小
務
が
専
寅
制
脂
血
を
行
ふ
に
至
っ
た
り
は
主
ご
し
て
幕
政
中
葉
以
後
経
済
交
通
の
後
述
し
た
時
で
ゐ
る
。
阿
波

務
に
於

τは
夙
に
一
専
貞
類
似

ω制
皮
を
が
L
た
る
も
副
H
M
m
年
代
に
至
っ
て
初
め
て
之
を
原
凶
ど
す
る
一
授
が
起
つ

た
仁
す
吉
泊
。
土
佐
に
於

τも
寛
文
三
年
に
「
直
々
御
商
」
に
反
謝
し
て
騒
動
が
起
っ
た
が
、
改
文
に
よ
っ
て
制
法

を
磁
じ
た
る
柏
崎
め
、
矢
扶
h
資
暦
五
年
迄
こ
の
一
初

ω
一
授
が
溌
生
し
な
か
っ
た
。
故
に
寛
文
コ
一
年

ω
土
佐
騒
動
を

除
2
、
凡
べ
て
幕
末
百
年
間

ω出
来
事
で
あ

h
、
殊
仁
文
化
末
年
以
後
に
最
も
多
い
の
は
注
円
す
ぺ
き
勅
で
あ
ら

ぅ
。
術
ほ
一
授
後
生
の
季
節
仁
っ
き
て
は
、
他
の
一
般
の
一
授
己
同
じ

f
、
十
一
月
よ
h
二
月
の
聞
に
於
て
最
も

多
〈
、
夏
期
に
於
て
費
生
L
た
る
も

ωは
少
い
。
之
は
矢
張
b
勢
倒
的
季
の
閲
係
及
ぴ
牧
納
祖
枕
等
の
関
係
に
基

〈
も
の
で
ゐ
ら
う
。

飴

ーゴ

日

以
上
は
僅
々
十
四
の
一
帯
例
に
よ
っ
て
専
資
制
度
ご
百
姓
一
授
Z
の
閥
係
を
御
・
袋
し
た
の
で
め
っ
て
、
概
括
的
に

論
断
す
る
一
帯
は
出
来
な
い
が
、
徳
川
山
町
代
の
専
資
制
度
そ
の
も
の
、
性
質
よ

b
L
て
・
百
姓
一
挨
後
生
の
地
理
的

論

第
二
十
六
容

当1

抗

議

草
山
耳
銅
似
の
仕
訟
に
基
〈
百
姓
一
按

."，.. ， 



品百

斑

事
斑
翻
似
の
付
法
に
部
〈
育
制
一
按

第
三
十
六
巻

凶

部

批

四

品
川
布
比
ぴ
時
間
的
分
布
に
一
定
の
傾
r
川
を
有
す
る
事
が
、
演
絡
的
に
も
師
納
的
に
も
大
臨
明
か
に
な
っ
た
ご
思

ふ
o

こ
の
傾
向
は
却
に
一
対
多
〈
の
一
山
市
例
を
蒐
払
す
る
も
恐
ら
く
破
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
只
右
の
百
剣
一
挨
怯
必

L
も
4
u
H制
度
的
資
施
ピ
ハ
γ

へ
品
川
単
一
の
原
凶
り
み
仁
よ
っ
て
俊
生
し
た
も
の
は
少
〈
、
多
〈
り
原
因
が
複
合

L

て
一
授
を
勃
俊
ゼ
し
め
た
凶
で
ゐ
る
が
、

か
、
る
制
度
が
改
廃
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
大
抵
再
俊
し
て
ゐ
な
い
γ

の

を
見
る
正
、

之
等

ω
一
授
の
主
要
原
則
が
単
資
制
度
仁
あ
っ
た
事
は
明
か
で
ゐ
る
o

夏
に
こ
の
相

ω百
姓
一
授
は
そ
の
紙
抗
形
態
仁
於
て
特
稀
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
な
い
。
或
は
暴
動
的
一
授
己
な

h
L
も

ω
も
わ
り
、
戒
は
逃
散
ピ
な
h
し
も
の
も
ゐ
っ
て
、
専
一
氏
制
度
そ
の
も
の
、
性
質
ピ
抵
抗
形
態
正
が
紅
接

仁
聞
係
が
あ
る
ご
忠
は
れ
な
い
I

。
地
方
の
枇
曾
北
品
質
仁
影
響
古
れ

1
ゐ
る
よ
う
で
あ
る
。
只
多
〈
の
一
場
合
に
於
て

直
接
に
諸
政
府
を
相
手
ピ
せ
宇
し
て
、
之
が
掛
り
の
役
人
又
は
産
物
買
上
の
特
桃
商
人
を
相
手
ご
し
、

そ

ω抱
兎

戒
は
そ

ω尉
宅
を
破
却
す
る
等
の
血
中
に
居
℃
て
屠
る
。

を
要
求
し
、

一
撚

ω持
久
性
仁
っ
き
て
は
特
に
著
し
き
傾

向
も
な
い
が
、

そ
の
仰
締
性
に
於

t
は
.
領
内
全
世
仁
一
旦
る
産
物
に
つ
き
て
専
貨
の
行
は
れ
た
る
場
合
に
は
、
山
師

時
前
粧
が
比
岐
的
大
な
る
も
・
自
然
的
一
帯
情
に
よ
っ
て
生
産
が
地
方
的
に
制
限
ゼ
ら
る
、
も
の
に
於
て
は
州
開
始
性
が

少
く
、

一
授
が
小
地
域
に
限
ら
れ
て
居
る
。
要
す
る
に
専
資
制
度
そ
の
も
の
、
存
立
が
刑
命
的
経
泌
的
自
然
的
制

限
を
布
す
る
が
依
に
、
市
守
口
日
制
度

ω賀
行
が
必
然
的
に
百
姓
一
挨

ω品
目
生
を
促
す
事
さ
は
な
ら
な
い
。
専
資
制
度

に
基
く
百
姓
一
授
り
後
生
は
そ

ω時
代
の
特
質
、
地
方

ω批
曾
素
質

ω如
何
に
よ
っ

T
明
確
に
制
約
せ
ら
る
、
も

の
E
す。

本
文
は
車
問
官
三
百
年
組
念
A
V
挺
準
金
に
よ
る
研
究
白
一
部
て
あ
る
。
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